
垂水市告示第26の６号 

 

垂水市新規就農者支援対策事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

た。 

 

令和７年３月31日 

 

垂水市長  尾 脇 雅 弥 

 

垂水市新規就農者支援対策事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

垂水市新規就農者支援対策事業実施要綱（令和４年告示第32号の11）の一部を次

のように改正する。 

題名を次のように改める。 

垂水市新規就農者生活支援事業実施要綱 

第１条中「と共に、農作業の省力化や生産性向上に向けた機械の導入に対して、

予算の範囲内で垂水市新規就農者支援対策事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて必要な事項を定めるものとする」を「ことで、農業経営に

専念し、営農意欲の向上を図ること及び後継者の育成と定着を図ることを目的とし

て、予算の範囲内で垂水市新規就農者生活支援金補助金（以下「補助金」という。）

を支給することについて、必要な事項を定めるものとする」に改める。 

第２条第４号中「申請する年度」を「申請時」に、「過年度分の」を「納期限を

迎えた」に改める。 

第３条を次のように改める。 

（補助の内容） 

第３条 経営開始直後の新規就農者に対して生活支援金を支給するものとする。 

第４条第７号中「受給期間満了後」を「交付期間終了後」に改め、同条に次の１

号を加える。 

(11) 就農月から２年目以内に青色申告による申告を開始すること。 

第５条第１項中「支援事業については、月額３万円を支給し」を「補助金の額は、

月額５万円とし」に改め、同条第２項及び第３項を削る。 

第６条第１項中「する者」の次に「（以下「申請者」という。）」を加え、同条

第２項中「通知する」を「申請者に対して通知するものとする」に改める。 

第７条第１項中「支援事業補助金の交付を受けようとする者」を「申請者」に、



「垂水市新規就農者支援対策事業（支援事業）補助金交付申請書」を「垂水市新規

就農者生活支援事業補助金交付申請書」に改め、同条第２項を削る。 

第８条中「垂水市新規就農者支援対策事業補助金交付決定通知書（第５号様式）」

を「垂水市新規就農者生活支援事業補助金交付決定通知書（第４号様式）」に改め

る。 

第９条第１項中「補助事業者」を「補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事

業者」という。）」に、「垂水市新規就農者支援対策事業補助金変更申請書（第６

号様式）」を「垂水市新規就農者生活支援事業補助金変更申請書（第５号様式）」

に改め、同条第２項中「垂水市新規就農者支援対策事業補助金変更交付決定通知書

（第７号様式）」を「垂水市新規就農者生活支援事業補助金変更交付決定通知書

（第６号様式）」に改める。 

第10条第１項を次のように改める。 

補助事業者は、生活支援金の受給支援が完了したときは、垂水市新規就農者生

活支援事業実績報告書（第７号様式）に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

第10条第２項を削る。 

第11条中「適切」を「適当である」に、「垂水市新規就農者支援対策事業補助金

交付確定通知書（第10号様式）」を「垂水市新規就農者生活支援事業補助金交付確

定通知書（第８号様式）」に改め、「する」の次に「ものとする」を加える。 

第12条第１項中「垂水市新規就農者支援対策事業補助金請求書（第11号様式）に

市長が必要と認める書類を添えて」を「垂水市新規就農者生活支援事業補助金請求

書（第９号様式）を」に改め、同条第２項中「垂水市新規就農者支援対策事業補助

金概算払申請書（第12号様式）に前項の規定による」を「垂水市新規就農者生活支

援事業補助金概算払申請書（第10号様式）に前項に規定する」に改め、同条第３項

中「があった」を「を受けた」に改め、「交付する」の次に「ものとする」を加え

る。 

第13条第１項中「中止又は休止届（第13号様式）」を「中止又は休止届（第11号

様式）」に改め、同条第２項中「する」の次に「ものとする」を加え、同条第３項

中「前項の規定により休止した営農を再開する場合は、営農再開届（第14号様式）」

を「補助事業者は、前項の規定により休止した営農を再開する場合は、営農再開届

（第12号様式）」に改める。 

第14条第１項中「支援事業終了後、交付期間と同期間は毎年４月末日までに、そ

の前年の就農状況報告書（第15号様式）」を「補助事業者は、交付期間終了後、３

年間は毎年６月末日までに、その前年の就農状況について、就農状況報告書（第13



号様式）」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「及び利用状況報告書」を削

り、「する」の次に「ものとする」を加え、同項を同条第２項とする。 

第15条第１号中「及び利用状況報告」を削り、同条第２号を次のように改める。 

(２) 交付期間中又は交付期間終了後、３年以内に営農を継続しなかった者 

第15条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。 

附則第２項中「令和７年３月31日」を「令和10年３月31日」に改め、同項に次の

１項を加える。 

３ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の垂水市新規就農者支援対策

事業実施要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後

の垂水市新規就農者生活支援事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

 別記第１号様式中「垂水市新規就農者支援対事業実施要綱」を「垂水市新規就農

者生活支援事業実施要綱」に改める。 

 別記第２号様式中「垂水市新規就農者支援対策事業実施要綱」を「垂水市新規就

農者生活支援事業実施要綱」に改める。 

 別記第３号様式から第13号様式を次のように改める。 


